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令和６年第１１回京田辺市教育委員会定例会会議録 

 

日 時 令和６年１１月２０日（水）午前１０時００分 開会 

                 午前１１時００分 閉会 

場 所 市役所３階３０５会議室 

 

会議日程 

日程第１  教育行政報告  

日程第２  議案第５１号 京田辺市教育委員会教育長事務委任規則の一部改正

について 

日程第３  議案第５２号 京田辺市生涯学習推進協議会委員の委嘱について 

日程第４  協議 財産取得について 

日程第５  協議 令和６年度京田辺市一般会計補正予算（第４号）

（案）について 

 

 

出席者 

教育長 山岡  弘高 
委員（教育長職務代理者） 藤原  孝章 
委員 上村  真代 
委員 藤井  直 

 

 （事務局出席職員） 

教育部長 櫛田  浩子 
教育指導監 片山  義弘 
教育部副部長 古谷  隆之 
教育総務室担当課長 平岡  孝章 
こども・学校サポート室総括指導主事 勝又   靖志 
学校教育課長 田原  暁 
学校給食課長  西村   明 
社会教育課長 出島  ケイ 
社会教育課担当課長 七五三 和広 

 

 （事務局書記職員氏名） 

教育総務室総務係長 近藤  隆充 
教育総務室再任用主査 鈴木  勝浩 
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会議の要旨 

 

○開会宣言 

 教育長が開会の宣言をした。 

 

○日程第１  教育行政報告 

［報 告］ 

 前回の会議以降の教育行政関係行事について資料配付により報告。 

［質 疑］ 

（藤井委員） 

市立小・中学校長会議では、どのようなお話をされたのか。 

（教育長） 

喫緊の課題、不登校、いじめ、ＩＣＴ教育、学力向上を中心に話をした。ま

た、教育委員会と学校との視点の違いから、意見の食い違いが生じることがあ

るので、多角的な視点を持てるように、お互い協議をする場が必要で、それが、

児童生徒のためにつながるという話をさせていただいた。 

 

○日程第２  議案第５１号「京田辺市教育委員会教育長事務委任規則の一部 

改正について」 

 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

（藤井委員） 

今回の規則改正は、地教行法（以下、法）に基づく市長から意見聴取を行う

仕組みについて、本来的な法に照らした方法を行うために見直しを行うことと、

臨時の場合における法の規定に沿って教育長の委任に関する規定の見直しと

の２つの組み合わせの改正か。 

（事務局） 

そのとおりである。予算においては、委員会の意見について教育長が代理す

るよう改正を行った。また、これに合わせて、予算以外の事項についても委員

会が開けない場合には、法に基づき教育委員会の決定事項を教育長が代理でき

るように見直した。 
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（藤井委員） 

委任するかどうかの判断基準は想定しているのか。 

（事務局） 

時間的な余裕がない場合に委任し、その後の委員会で報告することとする。 

（藤原委員） 

  早急であるということから、リモート会議での開催は可能ではないか。他の

自治体での事例は。教育委員会と行政との関係で大きな話であるので慎重に

進めていただきたい。 

（事務局） 

  予算編成において市が予算を作成できるタイミングが、議会上程のほんの

数日の間しかなく、実質的に委員会を開催する暇が極めてないことから、教育

予算の決定に係る市長からの意見聴取に関して、法に決められているやり方

で行うため、教育長が委任代理できるよう改正することが今回の主な趣旨で

ある。もちろん教育長の委任代理を乱用することはなく、これまでどおり委員

会で決定を行っていくことに変更はない。 

（事務局） 

  京都府内では城陽市を除いて教育長の委任代理の権限を整備している。 

（藤原委員） 

現在は技術的にもリモート会議での開催は可能ではないか。法令上や守秘義

務等に制限があるのか。 

（事務局） 

委員ご指摘のように技術的には開催は可能であるので、法令や近隣の状況を

見ながら研究・検討していきたい。 

 

［採 決］ 

 原案どおり可決された。 

 

［会議の非公開］ 

 日程第３から第５までは、教育長が議事の内容を踏まえ、会議を非公開とする

ことについて提案し、委員全員から同意が得られたため、会議を非公開とするこ

ととなった。 

 

○日程第３  議案第５２号「京田辺市生涯学習推進協議会委員の委嘱について」  

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 
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［質 疑］ 

なし 

 

［採 決］ 

 原案どおり可決された。 

 

 

○日程第４  協議「財産取得について」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

（藤原委員） 

財産取得するタブレット端末は新しく購入するのか。 

（事務局） 

  購入だが、すでに有る分の更新である。 

（藤原委員） 

  ソフトウェアの書き換えなのか、あるいは機器の入れ替えなのか。 

（事務局） 

機器の入れ替えである。 

（藤原委員） 

  従来の端末はどうなるのか。 

（事務局） 

  タブレット端末は、５年前に児童・生徒・教職員用を 6,900 台一括購入して

おり、その分の機器の保証が令和６年度末に切れる。今年度に教職員用の端末

を更新し、古い 430 台は、期限が切れるまでの１年間、児童・生徒用の予備端

末として使用していこうと考えている。なお、現在のところ、児童・生徒用は

来年度に更新を行う予定である。 

（藤原委員） 

  児童・生徒用のタブレットは自分のものにならないのか。 

（事務局） 

  市からの貸与であり、卒業により返却いただき、次の新入生の分にまわすこ

ととなる。 

（藤井委員） 
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  小・中学校のコンピューター室の据え置き型の端末（以下、PC）の更新時期

は。 

（事務局） 

  コンピューター室で使用する据え置き型の端末は、計画的に更新しており、

去年に更新したと記憶している。 

（藤井委員） 

  国は学校におけるPCの活用について、新たな形での利用を通知しているが、

一般的には多くの市町村がタブレット端末を既に導入しているため、必要な

いとの考えを持っている場合が多いと考えられる。昨年、培良中学校の関係で

彦根市の学校を視察したが、その際、小学校ではハイスペック PC を 6 台設置

し、グループ学習での活用が行われていた。また、中学校でも 40 台のハイス

ペック PC が導入され、更新予算の枠内で収められている状況であった。 

 今後の高校までの流れで、特に大学入試において情報技術が重要視される 

ことが予測されるため、中学校の技術家庭科の授業のあり方も大きく変わって

くる。小学校においてもグループ学習を計画的に進めていく中で、図書室には

子どもたちが使用できる PC がなく、コンピューター室もガランとしている状

況であるのならば、コンピューター室のリニューアルは非常に重要であると考

える。 

（事務局） 

  小学校についてはタブレット導入により、コンピューター室をなかなか活

用できていない部分があり、委員ご指摘の内容は課題であると考えている。 

来年度に検討して令和８年度以降に新しい学校づくりプランとともに、コン

ピューター室のあり方を示した上で、今後、新しく部屋ごと更新できるように

検討を行いたい。 

（藤原委員） 

  図書室とコンピューター室がセットになった、「ラーニング・コモンズ」と

いう発想を取り入れてみては。（意見提案） 

 

○日程第５  協議「令和６年度京田辺市一般会計補正予算（第４号）（案）に 

ついて」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

（藤井委員） 
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  予算査定が厳しいと考えるが、学級増の部分について予算確保の見通し

は。 

（事務局） 

  学級増に対応した予算要求時期は毎年今頃であり、確保の見通しは、市全

体での判断であり、予算財政上も厳しいところであり楽観はできないが、学

級増の場合は備品の購入は必須であることから、しっかりと対応していきた

い。 

（藤井委員） 

  特に田辺中学校での５クラス増は、あらゆる面での難しさが出てくるが、

学校とのやりとり状況は。 
（事務局） 

  ５クラス増に向けては普通教室の確保とその分の備品の購入が必要となる

中で、教室確保はできる見通しであり、これに対応した備品の要求を行う。 

ただし、田辺中学校は大規模校であるので、１クラス増でも教員の配置が

変わってくることから、これからも丁寧に対応していきたい。 

 

［採 決］ 

 原案どおり可決された。 

 

  

［会議を非公開とすることの終了宣言］ 

 非公開事件の議事日程が終了したため、教育長が、会議を非公開とすることの

終了を宣言した。 

 

○その他 

 なし 

 

○閉会宣言 

 教育長が閉会の宣言をした。 

      
 
〈この会議録は、議題及び議事の大要を記載したものである。〉 
 
 


